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はじめに

官庁営繕部における建築設計等の業務について

は，「公共建築設計業務委託共通仕様書」などに

より各プロジェクトの業務内容を明示し，相応の

設計料を算出して業務委託を行っています。設計

料の算定に用いる「設計料算定基準」は，昭和５４

年の建設省告示第１２０６号「建築士事務所の開設者

がその業務に関して請求することのできる報酬の

基準」（以下告示１２０６号という）の考え方を基に

作成しています。

今回，標準外業務の増加など，建築設計等を取

り巻く状況の変化を受けて，その動向を把握する

ことを目的として「建築設計・工事監理業務量等

実態調査」を本年２月から３月にかけて実施しま

した。本稿では当該調査の結果の概要をお知らせ

します。

調査方法・回収率等

調査を依頼した設計事務所から，主要な建物の

設計等に要した業務量等について回答を得まし

た。

○配布数：４４４

○回答事務所数：１５６（回答率３５．１％）

ただし，事務所ごとに複数の施設（業務）に関

して回答があり，また設問によって回答数が異な

るため，以下の図―１における回答合計数は一致

しません。

調査対象となった業務の特性

調査対象となった業務の特性は図―２～４のと

おりです。

ただし，図―２～４に示す構成比率等は，あく

までも今回調査の対象業務の特性を示すもので，

建築設計全般に関する統計的なデータではありま

せん。

設計業務量等調査結果の
概要について

国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課
あきづき そう じ ろう

課長補佐 秋月 聡二郎
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４ 設計者等選定方式の構成比率

調査対象となった業務においては，コンペ方

式，プロポーザル方式，書類審査方式および特命

方式による随意契約と入札方式による契約がほぼ

同率となっています。ただし，業務の一部に図面

作成業務や工事監理業務を単独受注した場合が含

まれています（図―５）。

回答数（構成比）

基本設計のみ ３（０．９％）

実施設計のみ １１３（３２．４％）

基本設計＋実施設計 ２８（８．０％）

基本設計＋実施設計＋工事監理 １４３（４１．０％）

工事監理のみ ８（２．３％）

その他 ５４（１５．５％）

回答数（構成比）

小規模工事（～１０億） １５９（６７．１％）

中規模工事（１０億～１００億） ６７（２８．３％）

大規模工事（１００億～） １１（４．６％）

回答数（構成比）

�類施設（庁舎・事務所ほか） １９１（８０．６％）

�類施設（文化施設ほか） ４６（１９．４％）

（注） �類，�類は告示１２０６号による区分。

回答数（構成比）

設計競技方式（コンペ） ３１（７．１％）

プロポーザル方式 ６７（１５．３％）

書類審査方式 ５（１．２％）

特命方式 ９９（２２．４％）

入札方式 ２１６（４８．９％）

その他 ２３（５．１％）

図―２ 業務内容別構成比率

図―３ 工事費規模別構成比率

図―４ 調査施設の用途別構成比率

図―５ 設計者等選定方式の構成比率
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図―６ 標準外業務の実施（実施設計段階）

（注） 「その他」に，「超高層
振動解析」「免震・制振」
「特殊応力解析」「風洞実
験」「地域冷暖房」「コ・ジ
ェネレーション」「環境ア
セスメント」を含む。

回答数（構成比）

透視図（展示等を目的とするもの） １０８（１５．６％）

計画通知の申請 ８９（１２．６％）

建築工事費内訳明細書 ８７（１２．５％）

計画通知以外の申請 ７７（１１．１％）

機械設備工事費内訳明細書 ７５（１０．８％）

電気設備工事費内訳明細書 ７４（１０．６％）

省エネルギー関係計算書 ３５（５．０％）

模型（展示等を目的とするもの） ３３（４．７％）

日影（特別な資料） ２７（３．９％）

電波障害対策 ２１（３．０％）

開発申請 １２（１．７％）

維持管理計画 ７（１．０％）

その他 ５２（７．５％）

６

表―１

�類施設の設計（基本＋実施） �類施設の工事監理

工事費（千円）
今回調査
技師（C）（人・日数）

工事費（千円）
今回調査
技師（C）（人・日数）

１００，０００ １８０．４ １００，０００ ８０．０

１，０００，０００ ７１１．４ １，０００，０００ ３６４．９

１０，０００，０００ ２，８０５．４ １０，０００，０００ １，６６５．３

７

標準外業務の実施
（実施設計段階）

調査対象となった業務のうち�類施設の実施設

計において，各事務所が実施した標準外業務の比

率（件数）は図―６のとおりとなっています。た

だし，構成比の高い業務のみ掲載しています。

工事費に対応した設計業務量
（人・日数）

各事務所から回答のあった�類施設の設計（基

本設計＋実施設計）および工事監理に要する業務

量を解析し，「技師（C）」相当の技術者のみで実

施することを想定した場合の業務量の推計式を導

きました。表―１の数値は，業務の対象工事費に

対応した推計式の値です。

おわりに

今回調査の結果については，今年度により詳細

な分析を行い，建築設計等を取り巻く状況の変化

を把握するとともに，より適正な業務委託につな

げていきたいと考えています。
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経 緯 等

平成１６年３月２６日に六本木ヒルズで男児が大型

の自動回転ドアに頭部を挟まれ，死亡するという

痛ましい事故が発生しました。

大型の自動回転ドアは最近になって導入されは

じめたものであり，これまで死亡に至るような重

大事故の発生という社会実態がなかったこと，ま

た，事故情報が十分に報告されなかったことか

ら，メーカーの自主的な取り組みに委ね，安全基

準等が定められていませんでした。

しかし，今回の重大事故の発生を契機として，

大型の自動回転ドアの設置に伴う危険性が認識さ

れ，大型の自動回転ドアの事故防止対策に関して

設計者や管理者などが守るべきガイドラインの策

定が必要となったため，国土交通省と経済産業省

の共同で「自動回転ドアの事故防止対策に関する

検討会（委員長：直井英雄東京理科大学教授）」

を設置しました。

検討会は計４回開催し，自動回転ドアの事故防

止対策に関するガイドラインを含む報告書がとり

まとめられました。

国土交通省および経済産業省では，この報告を

踏まえ，６月２９日に「自動回転ドアの事故防止対

策に関するガイドライン」を定めました。

自動回転ドアの事故防止対策に
関するガイドライン（本文）

１． 総則

１．１ 適用

１．１．１ このガイドラインは，建築物に設けられ

る大型の自動回転ドア（以下，このガイドライン

において「自動回転ドア」という。）について適

用する。

１．１．２ このガイドラインは，自動回転ドアを設

置する建築計画，ドアの製造・供給，施工，管理

及び点検・整備の各段階を対象とする。

・このガイドラインの規定は，大型（固定側内面

の直径が３m を超えるもの）の自動回転ドア

に適用し，小型の自動回転ドア，手動回転ドア

などは対象としていない。しかしながら，規定

の内容に応じ，それら他の形式のドアにおいて

も参考とし得るものである。

・大型の自動回転ドアは，我が国においては比較

的近年になって普及し始めたドア形式であり，

公的な規格等が未制定であることから，本ガイ

ドラインによって定められる対策については，

今後さらに技術的な検討を進めていく必要があ

る。本ガイドラインは我が国の公的な規格の制

定などに伴い技術的な検討が進展した場合に

は，必要な見直しを行うものとする。

１．２ 用語の定義 このガイドラインで用いる

用語の定義はそれぞれ以下のとおりとする。

１．２．１ ドア羽根 自動回転ドアの各区画を区

切る一般に２枚から４枚の戸。

１．２．２ 戸先 ドア羽根の外側端部。

１．２．３ 固定外周部 自動回転ドアの外周の円

弧形をした固定部分。

１．２．４ 固定方立 自動回転ドアの入口の右側

にある固定外周部の端部の方立（自動回転ドアが

反時計回りの場合）。

自動回転ドアの事故防止対策に
関するガイドラインについて

国土交通省住宅局建築指導課
しま だ かずあき

課長補佐 島田 和明
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１．２．５ 挟まれ ドア羽根と固定方立に人体等

が挟まれること。

１．２．６ 衝突 通行者とドア羽根がぶつかるこ

と。

１．２．７ 巻き込み ドア羽根と床の隙間，戸先

と固定外周部の隙間に人体の一部が巻き込まれる

こと。

１．２．８ 制動距離 制動し始めてからドア羽根

が停止するまでの間の戸先の移動距離。

１．２．９ 危険領域 出入り口のうち挟まれの危

険性が高い，固定方立から５０cm までの範囲。

１．２．１０ 接触センサー 緩衝材等に設置し，人

体等の接触を検知する装置で，自動回転ドアの停

止等の制御装置に連動しているもの。

１．２．１１ 非接触センサー ドア羽根の進行方法

等に光線等を照射しその反射及び透過等により人

体等を検知する装置で，自動回転ドアの停止等の

制御装置に連動しているもの。

１．３ 事故防止対策の原則

１．３．１ 安全性の目標 自動回転ドアの運行に

あたっては死亡事故等の重大事故を生じさせては

ならず，その他の事故の頻度も可能な限り低減し

なければならない。

１．３．２ リスクの特定と対策の立案，検証の反復

自動回転ドアの事故防止対策の立案，実施にあ

たっては，自動回転ドアの特性，利用者，利用状

況，事故のパターン等を踏まえたドアのリスク

（危険性）の特定と，それに対する対策の立案，

検証を反復し，リスクを最小化しなければならな

い。

１．３．３ 多重安全の考え方 自動回転ドアの事

故防止対策は，一つの対策が十分機能しなかった

場合でも事故防止が図られるようにする多重安全

の考え方に基づき，多重的で余裕のある対策を講

じなければならない。

１．４ 事故防止対策の関係主体等

１．４．１ 自動回転ドアの事故防止対策は，自動回転

ドアを設置する建築物の計画を行う建築設計者・

発注者，ドアの製造・供給者，施工者，管理者及び

点検・整備者等の関係主体それぞれにおいて，

講じられなければならない。

１．４．２ ドアの製造・供給者等は，ドアの仕様，

特性，事故防止対策，管理，利用上の留意事項，

危険性等について，他の関係者に十分周知しなけ

ればならない。

２． 建築設計者・発注者における対策

２．１ 自動回転ドアの設置判断 自動回転ドア

を設置する場合は，このガイドラインに示す事故

防止対策を講じなければならない。ただし，工場

など利用者が確実に特定される建築物など特別な

管理がなされている建築物については，このガイ

ドラインの２及び３に示す対策を軽減して設置す

ることができるものとする。

２．２ 他の形式のドアの併設 自動回転ドアを

設置する場合は，子供連れ，高齢者，障害者等の

利用に配慮し，利用者が容易に認識し得る近傍

に，自動スライドドアなど他の形式のドアを併設

するとともに，高齢者，障害者等については，原

則，併設したドアを利用するよう誘導しなければ

ならない。

２．３ 高齢者，障害者等の通行に特に配慮した場

合の措置 ２．２にかかわらず，常時又は押しボ

タンにより随時低速運転（最大回転速度が戸先速

度で秒速３５cm 以下）を行い，かつ，常時案内・

介助をするための要員を配置した場合には，高齢

者，障害者等を併設するドアに誘導するのではな

く，高齢者，障害者等が自ら通行するドアを選択

できるようにすることができるものとする。

２．４ 周囲のスペースの確保 自動回転ドアの

周囲は，安全にドアへの進入，ドアからの退出が

でき，通行の障害となる人だまりなどができない

よう空間を確保しなければならない。

２．５ すべり，つまずき対策 自動回転ドアの

内部及び周囲の床は水平とし，通行者がすべらな

いよう仕上げや雨水の浸入の防止に考慮するとと

もに，つまずかないよう段差や障害物を設けない

ようにしなければならない。

２．６ 視認性の確保等 自動回転ドアの存在

や，回転範囲，注意・警告表示などが，十分認識

できるよう自動回転ドア及びその周辺の視界及び

明るさ等を確保し，床に回転範囲を示すなどの配

慮を行うものとする。

３． 製造・供給，施工者における対策

３．１ 一般

３．１．１ 非常停止ボタン等 非常時に手動でボ

タンを押すことでドアを停止させるとともに，停

止後に手動によるドアの逆回転又はドア羽根の折

りたたみができる機能を設け，そのスイッチボタ
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ンを，視認しやすくだれでも操作のできる位置に

設けなければならない。

３．１．２ 制御システム等の信頼性の確保とフェー

ルセーフ機能 運行，検知，制動等の制御シス

テムは，確実・安定的に機能するものとし，故

意，悪意，事故等によって容易にその仕様，調整

が改変されない対策が講じられなければならな

い。また，システムに異常が生じた場合は，自動

的にドアの運行を停止し，手動によるドアの逆回

転又はドア羽根の折りたたみができる機能を備え

るものとする。

３．１．３ 表示・警告 ドアの存在，回転・進入

方向，回転範囲，定員，非常停止ボタンの所在，

非常停止することがある場合の注意喚起等の表

示，音声等による警告，誘導等を適切に行わなけ

ればならない。

３．２ 挟まれ対策 戸先と固定方立の間の挟ま

れによる重大事故を回避するため，以下の措置を

講じなければならない。

３．２．１ 非接触センサーによる挟まれの未然防止

挟まれによる危険性を軽減するため，危険領域

への人体等の進入を未然に検知したり，接触セン

サーに触れずに危険領域に入った人体等を検知す

る非接触センサーなどを設け，挟まれの未然防止

対策を講じなければならない。

３．２．２ 緩衝材の設置と制動距離の制限又はクラ

ッチ機構の設定 ドアの制動距離は戸先と固定

方立に設けた緩衝材の合計収縮幅よりも小さく

し，ドア羽根が危険領域に入っている際に，それ

ら緩衝材に人体等が接触した場合は，接触センサ

ーで検知して迅速にドアを停止させなければなら

ない。または，クラッチ機構やドア羽根が折りた

たまれる等の機構を設けなければならない。この

際，緩衝材やクラッチ機構等は人体への衝撃を十

分軽減できる性能がなければならない。

３．２．３ 危険領域への進入時の危険の防止 挟

まれによる危険性や非接触センサー及び接触セン

サーに基づく回転ドアの停止による危険性を低減

するため，原則として，危険領域への進入を防止

するための防御柵，ガード等を設けるものとす

る。この際，その設置により新たな危険を生じさ

せないようにしなければならない。危険領域の外

側の領域を確実に検知する非接触センサーを設置

することを防御柵等の設置の代替とすることがで

きる。

３．３ 衝突等の対策 ドアが通行者等に後方か

ら衝突すること等による事故を防止するため，以

下の措置を講じなければならない。

３．３．１ 最大回転速度 通行者が余裕をもって

自動回転ドアに進入，歩行，退出できるように

し，衝突の危険性を低減するため，自動回転ドア

の最大回転速度は戸先の速度で秒速６５cm 以下と

しなければならない。

３．３．２ ドアの進行方向のセンサー等による制御

ドア進行方向の一定の範囲を検知する非接触セ

ンサー等を設け，人体等を検知した場合は，追突

の危険性，衝撃を低減させるためドアを減速又は

停止させなければならない。

３．３．３ 円滑なドア内の歩行，退出の誘導 立

ち止まりによる追突等を抑止するため，通行者

が，円滑に自動回転ドア内を歩行し退出していく

よう表示，音声等で誘導しなければならない。

３．３．４ 危険な部材等の排除 ドア羽根等に衝

突時に危険な凸部等を設けてはならない。

３．４ 巻き込み対策 巻き込みの危険部位（ド

ア羽根と固定外周部との隙間，ドア羽根と床との

隙間その他の隙間）に，人体が巻き込まれないよ

う，以下の措置を講じなければならない。

３．４．１ 安全間隔の確保 手，かかと等が入ら

ず，指等が入った場合に容易に抜き出すことがで

きるよう，安全な間隔を保持するようにしなけれ

ばならない。また，指等が入りにくいようドアの

下框にはゴムなどの防御措置を講じるものとす

る。

３．４．２ ドアの進行方向のセンサー等による制御

ドア羽根の進行方向の一定範囲を検知できる非

接触センサーを設け，又はドア羽根の下框及び戸

先に接触センサーを設け，それらが人体を検知し

た場合は，停止させなければならない。

３．４．３ 巻き込み危険性のある部材等の排除

ドア羽根，固定外周部等には巻き込み危険性の

ある凹凸，隙間などを設けてはならない。

３．５ その他の事故対策

３．５．１ ドア羽根や構造部材の損傷，脱落，劣化

対策 自重，回転運行により生じる力，風圧そ

の他外力に対する損傷，脱落等の防止及び耐久性

を確保するための対策を講じなければならない。

３．５．２ ガラスの安全対策 ガラスは万一損傷
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しても著しく危険とならないものを用いなければ

ならない。

３．５．３ 閉じ込め対策 停電その他の原因によ

りドア羽根が停止した場合に，自動回転ドア内に

残された通行者が安全に脱出できる機能を設けな

ければならない。

３．５．４ 電気的な事故防止対策 漏電，感電等

の電気的な事故を防止するための必要な措置を講

じなければならない。

３．６ 製造時及び設置時の検査 自動回転ドア

の製造・供給者は，ドアの製造時，設置時におい

て講じた事故防止対策が確実に機能するかどう

か，適正な方法で試験・検査しなければならな

い。

３．７ 建築物の設計者・管理者等への情報提供

自動回転ドア製品の仕様・性能，安全機能等の

説明書，運行マニュアル，メンテナンスマニュア

ルなどを整備し，関係主体へ提供するものとす

る。

３．８ 製造・供給者における事故対応の体制整備

と報告 製造・供給者は，管理者等から自動回

転ドアにおける事故の連絡を受ける体制等を整

え，その情報をもとに製品の改良等により事故防

止に努めるとともに，負傷事故の連絡を受けた場

合は，経済産業省に報告するものとする。

４． 管理者における対策

４．１ マニュアル等

４．１．１ マニュアルに基づく運行・管理等 管

理者は，自動回転ドアの製造・供給者が提供する

マニュアル等を常備し，自動回転ドアを管理する

こと。マニュアルが想定していない状況等が生じ

た場合は，運転を停止し，製造・供給者等に連絡

すること。

４．１．２ 調整・改変の禁止 管理者は，ドアの

構造や安全機能等を変更，調整，改変する場合に

は，製造・供給者若しくは点検・整備者と協議す

るなど十分な安全確認を行わなければならない。

設定を変更する場合には，本ガイドラインに沿っ

て適切に行わなければならない。

４．２ 要員による対応等 不特定多数者の利用

する建築物等に設ける場合は，管理者は，常時，

自動回転ドア周辺の状況を監視・把握し，異常な

状況には適切な要員による速やかな対応が可能と

なるよう，措置すること。また，混雑時等は，警

備員，誘導員などを配置すること。

４．３ 点検・整備等の実施 管理者は，自動回

転ドアの安全な運行に必要な，定期的な点検・整

備を必要な技術力を有する技術者に行わせ，その

報告を受けるとともに，改善事項の指摘を受けた

場合その他報告の内容がこのガイドライン及び製

造・供給者の作成するマニュアル等に照らして問

題がある場合は，適切に改善されるまで当該自動

回転ドアの運行の停止等，必要な措置をとらなけ

ればならない。

４．４ 事故・故障等の対応，連絡，記録 管理

者は，負傷事故や安全上の重大な故障等があった

場合に，適切に対応できる体制を整え，発生時に

は製造・供給者及び所在地の特定行政庁に連絡

し，その記録を残しておかなければならない。

４．５ 利用者に対する情報提供等 管理者は，

利用者等に対し，自動回転ドアの安全な通行に関

する注意喚起，情報提供等を行うものとする。

５． 点検・整備者における対策

５．１ 点検・整備等の実施 点検・整備者は，

このガイドラインに沿った設定が維持されるよ

う，自動回転ドアを適切な方法で定期に点検，整

備し，その内容及び結果を管理者に報告しなけれ

ばならない。

※ガイドラインには上記のほか必要個所に解説等を記述
しています。また，ガイドラインを踏まえたマニュア
ルを製造・供給事業者の研究会（事務局：全国自動ド
ア協会）で整備しています。

ガイドライン策定後の取り組み等

国土交通省および経済産業省では，ガイドライ

ンの策定と同時に地方公共団体，業界団体等に対

して通知を行い，このガイドラインに従って，適

切かつ十分な事故防止対策が講じられるよう，設

計者や管理者などに対し働きかけています。

また，今後，事故防止対策のフォローアップに

努めるとともに，自動回転ドアの JIS 規格の制定

等について検討していくこととしています。

※自動回転ドアの事故防止対策に関するガイドラインお
よび検討会に関する資料は次のウェブサイトでご覧い
ただけます（http : //www.mlit.go.jp/jutakukentiku/
kaiten.html）。
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